
                             平成１９年２月１日 

                             規 則 第 ２ 号 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、熊本県後期高齢者医療広域連合事務分掌条例（平成１９年条例

第３号。以下「条例」という。）第２条及び地方自治法（昭和２２年法律第 

６７号）第１７１条第６項の規定により、熊本県後期高齢者医療広域連合の事務

分掌等について必要な事項を定めるものとする。 

 （分掌事務） 

第２条 課の分掌事務は、別表のとおりとする。 

２ 主管の明らかでない事務は、事務局長が裁定した課において分掌する。 

（職員） 

第３条  事務局に事務局長及び事務局次長、課に課長及び主査を置き、課に主幹及び

参事を置くことができる。 

２  前項の職員のほか、課に所要の職員を置く。 

 （主幹等の分掌事務） 

第４条 主幹及び参事の分掌事務は、課長が定める。 

（職員の職務） 

第５条 事務局長及び課長は、事務局及び課内の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮

監督する。 

２  事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長の指示する事務を掌理し、事務局の

企画に参画する。 

３ 主幹及び参事は、上司の命を受けて関係事務を掌理する。 

 （職務権限の代行） 

第６条 事務局長に事故があるときは、事務局次長がその職務を代行する。 

２ 課長に事故あるときは、主幹が代行し、主幹がいない課にあっては、主査が代行

する。 

 （補則） 



第７条 広域連合長の決裁する事項並びに副連合長、事務局長及び課長限りで専決す

ることのできる事項は、別に定める。 

    

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２７日規則第２８号） 

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日規則第２号） 

 この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年５月１１日規則第３号） 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の熊本県後期高齢者医療広域連合事務分

掌規則の規定は平成２２年４月１日から適用する。 

 

 



 別表 

総務課 １ 広域計画に関すること。 

２ 広域連合長及び広域連合議会議員の選挙に関すること。 

３ 予算、決算、財産及び基金に関すること。 

４ 例規に関すること。 

５ 議会に関すること。 

６ 情報公開及び個人情報保護に関すること。 

７ 統計及び広報に関すること。 

８ 主管課長会議に関すること。 

９ 不服申立て及び訴訟に関すること。 

10 文書の収発、管理及び保存に関すること。 

11 職員の人事給与及び福利厚生に関すること。 

12 後期高齢者医療運営協議会に関すること。 

13 財務会計システムに関すること。 

14 事務局の庶務に関すること。 

15 他の課等に属さないこと。 

事業課 １ 被保険者の資格管理に関すること。 

２ 保険料率の改定に関すること。 

３ 保険料の賦課に関すること。 

４ 保険料の減免等に関すること。 

５ 保険料の徴収管理に関すること。 

６ 各証及び資格証明書に関すること。  

７ 保険給付に関すること。 
８ 保健事業に関すること。 
９ 負担金、調整交付金、支援金等の申請等に関すること。 

10 一部負担金に関すること。 

11 診療報酬明細書等の過誤調整及び点検に関すること。 

12 第三者行為求償及び給付制限に関すること。 

13 医療費適正化に関すること。 

14 医療費通知に関すること。 

15 電算システムに関すること。 

会計室 １ 会計管理者に対する事前協議事項の審査に関すること。 

２ 支出負担の確認に関すること。 

３ 収支命令等の審査に関すること。 

４ 出納員及び会計職員に関すること。 

５ 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。 

６ 決算の調製に関すること。 

７ 小切手の振出しに関すること。 

８ 指定金融機関に関すること。 

９ その他会計に関すること。 

」 

 

 


